
 

令 和 ７ 年 度 会 報 N o . 6 

大 槌 商 工 会 

上閉伊郡大槌町新町３８－１ 

ＴＥＬ：０１９３－４２－２５３６ 

ＦＡＸ：０１９３－４２－３４２４ 

www.shokokai.com/otsuchi/ 
  

発行日 ： 令和 7年 12月 16日 

おおちゃん地元応援券の使用は 

１２月１２日(金)で終了しました。 

換金申込は１２月２４日(水) １７時まで。 

本年 6 月に販売を開始し、8 月に追加販売を行ったプレミアム商

品券『おおちゃん地元応援券』は販売時期に関わらず、12 月 12 日

(金)に使用期間を終了しました。取扱事業者は 12 月２４日(水)の換

金申込締切日までに、大槌商工会で手続きをお願いします。 

なお、換金申込締切日以降の換金依頼は理由の如何に関わらず応

じかねますので、ご注意ください。 

納期の特例制度の適用を受ける源泉徴収義務者の 

7～12 月分の源泉所得税は 1 月 20 日が納付期限です 

源泉所得税の納税手続きはキャッシュレスで納付できます 

納期の特例制度の適用を受ける源泉徴収義務者（給与支払者）は、7 月から 12 月までに支払った給与や賞与

から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を令和 8 年 1 月 20 日(火)までに納付しましょう。なお、源泉

所得税が 0 円でも税務署に『所得税徴収高計算書』の提出が必要です。 

源泉所得税は税務署や金融機関に出向くことなく、パソコ

ン、スマートフォンから e-Tax を利用して納付することができ

ます。また、納付すべき税額がない場合（納付税額０円）の所

得税徴収高計算書データについても送信することができます。 

 

・ダイレクト納付（口座引き落とし） 

・インターネットバンキング 

・クレジットカード 

・スマホアプリ（〇〇ペイ） 

事前手続きや決済に手数料がかかるものもあります 

 

詳細は↓ 

令和８年 1 月から 

源泉徴収税額が変わります 

 令和７年度税制改正において、所得税の

基礎控除の見直し等が行われたことに伴

い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変

更となっています。 

 令和 8 年 1 月から 

は「令和 8 年分源泉 

徴収税額表」に沿っ 

て税額を算出しまし 

ょう。 

令和 8 年分 
源泉徴収税額表 キャッシュレスで納付できる手段 

http://www.shokokai.com/otsuchi/


 

いわて年末年始無災害運動



 

中小企業経営者の高齢化が進んでおり、事業が引き継がれず廃業された場合には、地域の雇用のみなら

ず、企業が有する技術やノウハウも失われるおそれがあるなど、事業承継は喫緊の課題となっています。 
 

一方で、事業承継にはある程度の準備期間が必要であり、早い段階から後継者の養成や事業承継計画の

策定など、準備を進めておくことが重要と考えられます。 
 

 商工会では事業承継に関する相談を職員が受けておりますが、課題解決が難しいと判断した場合、専門

機関『岩手県事業承継・引継ぎ支援センター』へつないでいます。 

岩手県事業承継・引継ぎ支援センター とは 

これまで、第三者による事業引継ぎを支援してきた岩手県事業引継ぎ支援センターと、主に親族内承継

を支援する岩手県事業承継ネットワークの機能を統合し、令和 3 年 4 月より「岩手県事業承継・引継ぎ支

援センター」として、事業承継に悩むすべての中小企業をサポートしています。 

（主な業務） 

 事業承継(親族内・第三者)に関する相談 

 M＆A マッチング支援 

 事業承継計画策定支援 

 事業承継診断、セミナー実施 

 経営者保証解除に向けた専門家支援 など 

  

岩手県事業承継・引継ぎ支援センター 
 

 〒020-8507  

盛岡市清水町 14-17 中圭ビル 
 

 TEL：019-601-5079  

事業承継が難しく、事業の円滑な廃業、再チャレンジなどは「岩手県中小企業活性化協議会」へつなぎます。  

中小企業活性化協議会 とは 

経営環境の悪化しつつある県内中小企業の再生を支援するための機関です。 中小企業者の収益力改善、

経営改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援することを目的としています。 盛岡商工会議所が国の

委託を受けて運営する、公正中立な機関です。※直接のご融資 

の相談に応じる支援機関ではございませんので、予めご了承ください） 
 

支援体制として統括責任者（PM）、統括責任者補佐（SM） 

が常駐しており、 主に地方銀行等出身者や士業が務めてお 

ります。再生・金融に関し、知識と経験豊富なスタッフが  

皆様からのご相談に応じます。 

岩手県中小企業活性化協議会 
 

〒020-0875 

盛岡市清水町 14-17 中圭ビル 

103 号室 盛岡商工会議所会館隣 
 

TEL：019-604-8750  

  

  

大槌町地域環境保全活動報償費事業を活用して、

大槌駅前広場と町方の公園 2 か所にパンジーを植え

替えました。共催する新おおつち漁協女性部の他、

町内の個人、団体から約 80 名が 

参加しました。 

町内の児童、生徒の教育環 

境の充実に役立ててもらおう 

と、女性部ではベルマーク運 

動を行っています。今回は収集したベルマークを企 

業、点数ごとに、約 5000 点を整理しました。 

その後の交流会では末広町で麹を取り扱う『ごとう 

商店』の中村さんに「先祖のぬくもりを伝える大槌 

伝統の板麹について」と塩麹を使ったレシピを紹介 

いただきました。 
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